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議会議案第１号

茅ヶ崎市議会基本条例の一部を改正する条例について

１ 提案の理由

茅ヶ崎市議会基本条例第２７条の規定に基づき実施した検証の結果を踏まえ、規定を

改めるため提案する。

２ 根拠法規

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項

３ 条例の概要

(1) 議員は、主権を有する市民の代表として、良識ある活動及び行動に努めることとし

た。（第６条関係）

(2) 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、市民に選出過程を明らかにするため、そ

れぞれの職を志願する者に対して、所信を表明する機会を設けることとした。（第１０

条関係）

(3) 所要の規定を整備することとした。（目次、第１１条から第２８条まで関係）

(4) この条例は、公布の日から施行することとした。



茅ヶ崎市議会基本条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

目次 目次

前文 前文

第１章 略 第１章 略

第２章 略 第２章 略

第３章 市民と議会との関係（第８条～第１１ 第３章 市民と議会との関係（第８条～第１０

条） 条）

第４章 議会と市長等との関係（第１２条～第 第４章 議会と市長等との関係（第１１条～第

１４条） １３条）

第５章 自由討議（第１５条・第１６条） 第５章 自由討議（第１４条・第１５条）

第６章 委員会の活動（第１７条） 第６章 委員会の活動（第１６条）

第７章 政務活動費（第１８条） 第７章 政務活動費（第１７条）

第８章 議会及び議会事務局の体制整備（第１ 第８章 議会及び議会事務局の体制整備（第１

９条～第２４条） ８条～第２３条）

第９章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬（ 第９章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬（

第２５条～第２７条） 第２４条～第２６条）

第１０章 条例の検証及び見直し（第２８条） 第１０章 条例の検証及び見直し（第２７条）

附則 附則

第２章 議会及び議員の活動原則 第２章 議会及び議員の活動原則

（議会の活動原則） （議会の活動原則）

第４条 略 第４条 略

（災害時の対応） （災害時の対応）

第５条 略 第５条 略

（議員の活動原則） （議員の活動原則）

第６条 略 第６条 略

２ ２

～

略

～

略

４ ４

５ 議員は、主権を有する市民の代表として、良

識ある活動及び行動に努めるものとする。

（会派） （会派）

第７条 略 第７条 略

第３章 市民と議会との関係 第３章 市民と議会との関係

（市民参加） （市民参加）

第８条 略 第８条 略

（会議の公開） （会議の公開）

第９条 略 第９条 略

（正副議長選挙における所信表明会）

第１０条 議会は、議長及び副議長の選出に当た

り、市民に選出過程を明らかにするため、それ

ぞれの職を志願する者に対して所信を表明する

機会を設けるものとする。

（説明責任等） （説明責任等）

第１１条 略 第１０条 略

第４章 議会と市長等との関係 第４章 議会と市長等との関係

（議会と市長等との関係） （議会と市長等との関係）

第１２条 略 第１１条 略



（市長等による政策等の形成過程の説明） （市長等による政策等の形成過程の説明）

第１３条 略 第１２条 略

（一問一答方式等） （一問一答方式等）

第１４条 略 第１３条 略

第５章 自由討議 第５章 自由討議

（自由討議） （自由討議）

第１５条 略 第１４条 略

（政策討議） （政策討議）

第１６条 略 第１５条 略

第６章 委員会の活動 第６章 委員会の活動

第１７条 略 第１６条 略

第７章 政務活動費 第７章 政務活動費

第１８条 略 第１７条 略

第８章 議会及び議会事務局の体制整備 第８章 議会及び議会事務局の体制整備

（議員研修） （議員研修）

第１９条 略 第１８条 略

（議会事務局） （議会事務局）

第２０条 略 第１９条 略

（議会図書室） （議会図書室）

第２１条 略 第２０条 略

（予算の確保） （予算の確保）

第２２条 略 第２１条 略

（広報広聴の充実） （広報広聴の充実）

第２３条 議会は、第１１条第１項の責務を果た 第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果た

すとともに、市政及び議会活動についての市民 すとともに、市政及び議会活動についての市民

の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広 の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広

報の充実を図るものとする。 報の充実を図るものとする。

２ 略 ２ 略

（専門的識見の活用） （専門的識見の活用）

第２４条 略 第２３条 略

第９章 議員の政治倫理、定数及び議員報 第９章 議員の政治倫理、定数及び議員報

酬 酬

（議員の政治倫理） （議員の政治倫理）

第２５条 略 第２４条 略

（議員定数の改定） （議員定数の改定）

第２６条 略 第２５条 略

（議員報酬の改定） （議員報酬の改定）

第２７条 略 第２６条 略

第１０章 条例の検証及び見直し 第１０章 条例の検証及び見直し

第２８条 略 第２７条 略



茅ヶ崎市議会基本条例の一部を改正する条例参照条文

○地方自治法

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を

制定することができる。

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除

くほか、条例によらなければならない。

③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した

者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五

万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。



議会議案第２号

茅ヶ崎市議会委員会条例の一部を改正する条例について

１ 提案の理由

本庁機関に置かれる部及び課の名称の変更に伴い、所要の規定を整備するため提案す

る。

２ 根拠法規

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第１項及び第９項

３ 条例の概要

(1) 所要の規定を整備することとした。（第３条関係）

(2) この条例は、令和５年４月１日から施行することとし、所要の経過措置を設けるこ

ととした。



茅ヶ崎市議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（常任委員会の名称、委員定数、所管事項等） （常任委員会の名称、委員定数、所管事項等）

第３条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管 第３条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

事項は、次のとおりとする。 事項は、次のとおりとする。

総務常任委員会 ７人 総務常任委員会 ７人

(1) 経営総務部の所管に関する事項 (1) 総務部 の所管に関する事項

(2) 企画政策部の所管に関する事項 (2) 企画部 の所管に関する事項

(3) くらし安心部の所管に関する事項 (3) 財務部 の所管に関する事項

(4) 市民部 の所管に関する事項 (4) 市民安全部の所管に関する事項

(5) (5)

略 略～ ～

(9) (9)

略 略

文化教育常任委員会 ７人 文化教育常任委員会 ７人

(1) 文化スポーツ部の所管に関する事項 (1) 文化生涯学習部の所管に関する事項

(2) 略 (2) 略

(3) 福祉事務所（こども政策課、こども育成 (3) 福祉事務所（子育て支援課、こども育成

相談課及び保育課に限る。）の所管に関す 相談課及び保育課に限る。）の所管に関す

る事項 る事項

(4) 略 (4) 略

環境厚生常任委員会 ７人 環境厚生常任委員会 ７人

(1) 略 (1) 略

(2) 福祉事務所（地域福祉課、生活支援課、 (2) 福祉事務所（福祉政策課、生活支援課、

障がい福祉課及び高齢福祉課 に限る。 障がい福祉課及び高齢福祉介護課に限る。

）の所管に関する事項 ）の所管に関する事項

(3) (3)

略 略～ ～

(5) (5)

２ 略 ２ 略



茅ヶ崎市議会委員会条例の一部を改正する条例参照条文

○地方自治法

第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置く

ことができる。

② 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願

等を審査する。

③ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

一 議会の運営に関する事項

二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

三 議長の諮問に関する事項

④ 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

⑤ 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。

⑥ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する

ものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

⑦ 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

⑧ 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査す

ることができる。

⑨ 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。



議会議案第３号

茅ヶ崎市議会だより発行規程の一部を改正する告示について

１ 提案の理由

茅ヶ崎市議会基本条例の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案する。

２ 告示の概要

(1) 引用条項を改めることとした。（第１条関係）

(2) この告示は、公表の日から施行することとした。



茅ヶ崎市議会だより発行規程の一部を改正する告示新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この告示は、茅ヶ崎市議会基本条例（平 第１条 この告示は、茅ヶ崎市議会基本条例（平

成２３年茅ヶ崎市条例第１号）第２３条の規定 成２３年茅ヶ崎市条例第１号）第２２条の規定

の趣旨にのっとり、広報の一環として茅ヶ崎市 の趣旨にのっとり、広報の一環として茅ヶ崎市

議会だより（以下「議会だより」という。）を 議会だより（以下「議会だより」という。）を

発行することに関し必要な事項を定めるものと 発行することに関し必要な事項を定めるものと

する。 する。
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